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要
旨清

代
の
地
方
志
修
訂
に
お
け
る
地
方
官
の
関
与
は
、
行
政
担
当
者
と
し
て
の
形
式
的
な
も
の
か
ら
、
自
身
が
執
筆
・
編
纂
を
行
う
も
の
ま
で
多
様
で
あ
る
が
、

通
常
は
修
訂
の
着
手
の
時
点
と
稿
本
の
校
閲
・
審
査
の
時
点
で
の
役
割
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論
は
こ
れ
を
、
地
方
官
と
上
級
地
方
官
と
の
間
で
、
ま
た

地
方
官
と
そ
の
管
轄
区
域
内
の
紳
士
層
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た

｢

行
文｣

と
総
称
さ
れ
る
文
書
類
の
内
容
を
検
討
し
、
校
閲
の
事
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
地
方
官
の
関
与
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
地
方
官
に
よ
る
地
方
志
の
鑒
定
は
形
式
的
な
整
合
性
の
範
囲
に
止
ま
り
、
清
代
中
期
以
降
、
地
方
志
の
内
容
に

渉
る
実
質
上
の
審
査
は
、
地
域
内
紳
士
層
の
参
与
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

地
方
志

地
方
官

行
文

鑒
定

廃
志

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
中
国
に
お
け
る
地
方
志
研
究
の
中
で
、
清
代
中
期
以
降
に
強
固
な

｢

官
修
制
度｣

が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解

が
あ
る(

１)

。
地
方
志
の
修
訂
事
業
の
中
で
、
地
方
官
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。
こ
れ
を
、
地
方
志
の
編
纂
と
刊
刻
の

過
程
で
交
わ
さ
れ
た
行
政
文
書
類

(

行
文)

の
内
容
と
、
完
成
し
た
稿
本
を
鑒
定
す
る
制
度
を
検
討
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の

課
題
で
あ
る(

２)

。
文
書
類
に
は
当
該
地
方
官
が
上
級
地
方
官
に
差
し
出
し
た
申
・
詳
、
上
級
地
方
官
が
指
示
・
命
令
し
た
檄
・
牌
・
票
、
地
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方
紳
士
が
地
方
官
に
差
し
出
し
た
禀
・
呈
お
よ
び
地
方
官
が
地
方
紳
士
・
人
民
に
指
示
・
命
令
し
た
諭
・
示
な
ど
が
あ
り
、
こ
う
し
た
文

書
類
を
地
方
志
の
巻
首
に
附
載
す
る
例
は
す
で
に
元
・
明
の
地
方
志
に
見
ら
れ
る(

３)

。
一
般
的
に
は
、
序
文
や
修
志
姓
氏
と
同
じ
よ
う
に
、

当
該
地
方
志
修
訂
の
正
統
性
を
示
そ
う
と
す
る
虚
飾
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
当
該
地
方
志
が
作
ら
れ
た
具
体

的
な
情
況
、
と
り
わ
け
地
方
官
の
関
与
の
形
態
を
窺
う
う
え
で
有
用
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

地
方
志
の
修
訂
を
開
始
す
る
に
は
、
上
級
地
方
官
の
行
文
に
よ
る
命
令
あ
る
い
は
上
級
地
方
官
へ
の
行
文
に
対
す
る
承
認
が
必
要
と
さ

れ
、
原
稿
が
完
成
し
た
後
に
上
級
地
方
官
に
行
文
を
添
え
て
呈
出
し
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
地

方
志
の
修
訂
が
強
い
統
制
下
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た(

４)

。
小
論
で
は
、
こ
れ
ら
総
体
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
地
方
志
の
鑒
定

制
度
を
、
そ
の
具
体
的
な
過
程
に
即
し
て
検
証
し
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
く
。

一
、
河
南
通
志
の
編
纂
と
地
方
官

河
南
省
は
清
代
前
期
に
お
け
る
地
方
志
の
編
纂
・
刊
刻
事
業
の
歴
史
の
中
で
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
清
朝
に
入
っ
て
最
初
の
省

志

(

通
志)

は
、
河
南
巡
撫
賈
漢
復
に
よ
っ
て
順
治
一
七

(

一
六
六
〇)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
順
治

『

河
南
通
志』

で
あ
り
、
こ
の
時
期
に

こ
れ
と
連
動
し
て
河
南
全
省
で
府
・
州
・
縣
志
の
修
訂
が
行
わ
れ
た(

５)

。
さ
ら
に
、
康
煕
一
一

(

一
六
七
二)

年
七
月
、
保
和
殿
大
學
士
衛

周
祚
に
よ
っ
て
、
各
省
で
の
通
志
の
編
纂
を
進
め
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
清
朝
初
め
て
の
総
志
、
一
統
志
の
編
纂
を
行
う
こ
と
を
求
め
る

上
奏
が
行
わ
れ
て
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
る
と
、
順
治

『

河
南
通
志』

は
、
同
じ
賈
漢
復
が
陝
西
巡
撫
在
任
中
の
康
煕
六

(

一
六
六
七)

年
に

刊
刻
し
た
康
煕

『

陝
西
通
志』

と
併
せ
て
、
各
省
に
向
け
て
通
志
の
モ
デ
ル
と
し
て
頒
行
さ
れ
た
。
各
省
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
対
応
に

温
度
差
は
あ
る
も
の
の
、
一
斉
に
所
属
の
府
・
州
・
縣
に
そ
れ
ぞ
れ
地
方
志
を
修
訂
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
、
康
煕
一
一
年
か
ら
平
西
王

呉
三
桂
等
の

｢

三
藩
の
乱｣

を
挟
ん
で
康
煕
二
二

(

一
六
八
四)

年
に
至
る
十
数
年
間
に
は
、
全
国
的
に
広
範
な
地
方
志
の
修
訂
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(

６)

。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
地
方
志
の
修
訂
は
、
清
朝
政
府
の
内
か
ら
提
起
さ
れ
、
上
級
か
ら
下
級
へ
の
地
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方
官
の
指
揮
・
命
令
系
統
に
依
拠
し
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
上
級
地
方
官
の
指
示
と
、
こ
れ
に
対
す

る
府
・
州
・
縣
の
側
か
ら
の
対
応
を
、
そ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
行
文
の
中
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
事
例
が
少
な
く
な
い
。

河
南
省
の
場
合
を
見
れ
ば
、
順
治
か
ら
乾
隆
に
至
る
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
府
・
州
・
縣
志
の
多
く
に
は
、
歴
任
の
巡
撫
・
布
政
使
の
下

し
た
檄
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
順
治
一
五

(

一
六
五
八)

年
の
河
南
巡
撫
賈
漢
復
に
よ
る
檄
あ
る
い
は
布
政
使
の
信
牌
、
②
康

煕
二
九

(
一
六
九
〇)

年
の
巡
撫
閻
興
邦
に
よ
る
檄
、
③
康
煕
三
四

(

一
六
九
五)

年
の
巡
撫
顧�
に
よ
る
檄
、
④
乾
隆
九

(

一
七
四
四)

年
の
河
南
布
政
使
趙
城
に
よ
る
檄
、
で
あ
り
、
こ
れ
を
巻
首
に
載
せ
る
こ
と
が
定
式
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
ほ
ど
頻
出
す
る(

７)

。

山
西
省
曲
沃
縣
の
人
賈
漢
復
が
河
南
巡
撫
に
赴
任
し
た
翌
順
治
一
五

(

一
六
五
八)

年
、
か
れ
は
布
政
使
を
通
じ
て
所
属
の
八
府
一
二

州
九
五
縣
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
志
を
提
出
さ
せ
た
が
、
寄
せ
ら
れ
た
志
書
は
全
体
の
半
分
以
下
、
四
六
種
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
ほ
と

ん
ど
全
て
は
明
代
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
年
の
事
実
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
河
南
通
志
の
編
纂
の
た
め
に
早
急
に
新
た

な
府
・
州
・
縣
志
を
作
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
賈
漢
復
は
、
こ
れ
ま
で
志
書
が
無
か
っ
た
縣
で
は
新
た
に
編
纂
し
、
舊
志
が
あ
る
縣
で
も
近

年
の
事
項
を
増
補
す
る
よ
う
命
じ
た
牌
を
下
し
、
布
政
使
の
牌
、
知
府
の
帖
を
介
し
て
末
端
の
縣
に
通
達
し
た

(

８)

。
順
治

『

河
南
通
志』

が

刊
刻
さ
れ
た
順
治
一
七
年
ま
で
の
間
に

｢

八
郡
十
二
州
、
九
十
五
縣
の
志
…
漸
次
報
竣｣

し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
河
南
全
省
で
広
汎
に

地
方
志
の
修
訂
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る(

８)
。
前
記
賈
漢
復
の
牌
は
、
原
稿
が
出
来
上
が
っ
た
時
点
で
、
清
書
原
稿
を
巡
撫
衙
門
に

報
告
文
を
添
え
て
送
り
、｢

披
覧｣

に
供
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
点
が
校
閲
の
対
象
と
さ
れ
た
の
か
は
分
か

ら
な
い
。
康
煕
六

(

一
六
六
七)

年
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
南
陽
府
属
の

『

唐
縣
志』

の
増
補
に
携
わ
っ
た
曲
耀
辰
は
、

唐
志
は
今
に
於
て
三
た
び
刻
せ
り
。
戊
戌

(

順
治
一
五
年)
冬
、
檄
を
奉
じ
て
纂
修
す
る
に
、
前
令
郭

(

郭
星
圖)

は
藁
を
宋
生
必

大
に
屬
す
。
已
に
刻
竣
す
る
も
、
撫
軍
賈
公
は
即

し
た
が
は
ず
し
て
曰
く
、
諭
し
て
板
を
毀
し
更
修
せ
し
む
可
し
、
と
。
再
び
擬
り
再
び
上

す
も
、
當
事
者
猶
ほ
曰
く
、
未
だ
し
也
、
と
。
仍
り
て
諭
し
て
更
に
碩
英
を
延
き
て
重
ね
て�
集
を
行
は
し
む
。
適
ま
葭
州
の
李

(

李
興
運)

茲
土
に
令
と
な
り
、
會
ま
其
事
に
逢
ふ
、
役
を
馳
し
辰

(
曲
耀
辰)

を
約
し
て
輯
に
與
ら
し
む

と
書
い
て
お
り
、
巡
撫
の
校
閲
に
よ
っ
て
、
上
呈
さ
れ
た
縣
志
の
稿
本
が
二
度
に
わ
た
っ
て
書
き
換
え
を
命
じ
ら
れ
た
と
す
る
一
例
を
確
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認
で
き
る
だ
け
で
あ
る(�)
。

河
南
省
で
、
順
治
年
間
末
に
継
ぐ
新
志
修
訂
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
の
は
、
康
煕
二
九

(

一
六
九
〇)

年
か
ら
三
六

(

一
六
九
七)

年
に

至
る
数
年
間
、
閻
興
邦
と
顧�
が
河
南
巡
撫
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る(�)

。
こ
の
時
期
に
修
訂
さ
れ
た
府
・
州
・
縣
志
の
大
半
に
は
閻
興
邦
・

顧�
の
新
志
修
訂
を
命
ず
る
檄
文
が
附
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
形
式
的
な
掲
載
に
止
ま
る
。
閻
興
邦
の
檄

の
中
で
は
、
汝
寧
府
の

『

汝
陽
縣
志』

に
載
る
も
の
が
比
較
的
正
確
に
文
書
の
や
り
と
り
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ

を
引
用
し
よ
う
。｢
院
檄｣

と
題
さ
れ
た
文
は
、
①
康
熙
二
九

(

一
六
九
〇)

年
六
月
二
二
日
に
汝
陽
縣
の
側
が
受
け
取
っ
た
河
南
巡
撫

閻
興
邦
の
票
、
②
八
月
二
日
に
受
け
取
っ
た
閻
興
邦
の
牌
お
よ
び
こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
凡
例
二
十
二
条
、
③
九
月
に
汝
陽
縣
知
縣
が
稿
本

と
と
も
に
提
出
し
た
申
文
、
④
閻
興
邦
の
二
つ
の
批
、
と
い
う
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る(�)

。

ま
ず
①
の
票
に
お
い
て
は
、
地
方
志
を
作
る
こ
と
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
都
院
下
車
以
來
、
即
ち
各
府
州
縣
志
を
檄
取
し
、
細
さ
に
繙
閲
を
加
ふ
る
に
、
其
の
率
畧
舛
譌
な
る
も
の
十
の
七
、
八
な
り
。
即

ち
各
府
州
縣
を
し
て
重
ね
て
纂
輯
を
爲
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
時�す

く

な
く
舉
贏す

ぎ

る
を
恐
れ
、
故
爾

ゆ

え

に

中
止
す
。
獨
り
省
志
の
み
八
郡

一
州
の
綱
爲
り
。
省
志
修
む
れ
ば
則
ち
綱
領
備
は
り
て
、
條
目
以
て
徐
ろ
に
及
ぶ
可
し
。
但た
だ

我
が
皇
朝
順
治
己
亥

(

一
六
年)

よ
り

以
後
、
三
十
餘
年
を
歴
し
、
未
だ
續
修
を
經
ず
、
若
し
再
に
因
循
す
れ
ば
則
ち
世
遠
く
言
湮
び
、
譜
乘
は
散
遺
し
、
老
成
は
凋
謝
し
、

尚
ほ
何
に
從
り
て
信
を
徴
せ
ん
耶
。
迺
ち
五
月
朔
に
於
て
局
を
嵩
陽
書
院
に
設
け
、
敦
く
先
達
を
聘
し
て
、
身

み
づ
か
ら
其
の
事
に
任
ず
。

而
れ
ど
も
三
十
年
來
の
一
應
の
事
蹟
は
、
必
ず
所
屬
の
地
方
博
訪
し
て
開
列
し
、
以
て
考
覈
に
憑
る
を
須
し
、
此
の
票
を
爲
す
。
汝

陽
縣
官
吏
に
仰
す
、
粘
單
に
査
照
し
て
事
理
し
、
親
自
採
訪
し
、
務
め
て
精
詳
な
る
に
在
れ
。
遺
漏
し
て
駁
を
取
り
未
だ
便
な
ら
ざ

る
を
得
る
毋
れ
。
文
到
ら
ば
、
該
縣
の
舊
志
を
將
て
呈
送
す
る
を
除
く
の
外
、
餘
は
十
五
日
内
を
限
り
、
清
冊
を
造
り
て
報
送
し
、

立た
だ
ちに
局
に
付
す
る
を
需
め
ん
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
は
ま
ず
順
治
年
間
よ
り
三
十
年
餘
り
を
経
た
通
志
の
重
訂
へ
の
着
手
が
告
げ
ら
れ
、
そ
の
資
料
と
し
て
用
い

る
た
め
、
各
縣
か
ら

｢

舊
志｣

(

そ
の
大
半
は
順
治
年
間
に
修
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う)

と
と
も
に
、｢

粘
單｣

(『

汝
陽
縣
志』

に
は
収
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載
さ
れ
て
い
な
い)

に
し
た
が
っ
て
指
定
事
項
を
明
記
し
た

｢

清
冊｣

を
上
呈
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た(�)

。

と
こ
ろ
が
、
一
ヶ
月
餘
り
後
に
出
さ
れ
た
②
の
牌
に
お
い
て
は
、｢

清
冊｣

の
提
出
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
順
治
年
間
以
来
三
十
年

餘
り
増
修
さ
れ
て
い
な
い
府
・
州
・
縣
志
そ
の
も
の
の
修
訂
を
命
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

豫

(
河
南)

省
は
天
下
の
中
に
當
り
、
道
里
均
し
く
す
る
所
、
古
聖
先
賢
大
半
は
斯
よ
り
發
跡
す
れ
ば
、
則
ち�
軒
の
至
る
所
、
未

だ
其
の
故
實
を
訪
ね
ざ
る
者
有
ら
ず
。
而
る
に
郡
邑
の
志
は
、
已
に
三
十
餘
年
之
を
増
修
す
る
莫
く
、
其
の
爲
に
遺
漏
す
る
者
多
し
。

又
、
昔
年
修
志
す
る
は
、
止
だ
備
文
を
取
る
の
み
に
し
て
、
未
だ
考
訂
を
加
え
ず
、
或
は
限
る
に
數
日
を
以
て
し
、
或
は
託
す
る
所

人
に
非
ず
。
本
都
院
逐
一
査
閲
す
る
に
、
府
志
は
河
南
・
南
陽
の
如
き
、
縣
志
は
宜
陽
・
河
陰
・
蘭
陽
等
の
志
の
如
き
、
荒
悖
失
倫

な
る
こ
と
、
枚
擧
す
可
き
莫
し
。
安
陽
・
汲
縣
に
至
り
て
は
、
乃
ち
彰
徳
・
衛
輝
兩
府
の
首
邑
な
る
も
、
竟
に
志
書
無
く
、
尤
も
缺

典
を
爲
す
。
今
、
本
都
院
已
に
通
省
の
志
書
を
將
て
局
を
設
け
て
修
正
す
る
も
、
而
る
に
各
府
州
縣
よ
り
送
る
所
の
續
冊
は
未
だ
畫

一
な
る
能
は
ず
。
又
、
通
志
の
載
す
る
所
は
定
格
に
限
ら
れ
、
府
州
縣
の
如
く
詳
な
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
十
餘
年
の
遺
す

る
所
の
者
は
十
の
六
、
七
な
り
。
…
…
中
略
…
…
擬
り
て
合
に
通
行
續
修
す
べ
く
、
此
の
牌
を
爲
す
。
該
縣
の
官
吏
に
仰
す
、
牌
に

照
し
て
事
理
し
、
即
ち
延
き
て
文
學
名
儒
の
、
典
故
を
熟
知
し
、
史
實
に
長
ず
る
者
を
擇
び
、
博
く
典
章
を
採
り
、
遺
軼
を
蒐
羅
せ

し
め
よ
。
其
の
舊
志
の
未
載
な
る
者
一
一
之
を
補
し
、
舊
志
の
舛
錯
な
る
者
悉
く
之
を
改
正
し
、
同
名
な
る
を
以
て
相
沿
ふ
を
疑
誤

す
る
を
得
ず
、
稗
官
小
説
を
以
て�
入
す
る
を
得
ず
。
本
都
院
、
又
、
各
屬
の
參
差
不
齊
に
し
て
、
未
だ
畫
一
な
ら
ざ
る
を
恐
れ
、

凡
例
を
將
て
開
明
し
右
に
粘
單
す
。
悉
く
此
に
照
し
て
規
程
を
爲
せ
。
…
…
中
略
…
…
稿
成
ら
ば
、
先
に
草
本
を
録
し
、
本
都
院
に

呈
送
せ
よ
。
披
閲
し
裁
定
せ
ん
。
其
の
費
す
る
所
の
紙
張
・
工
料
は
、
力
を
量
り
捐
資
す
る
を
須
し
、
愼
し
み
て
絲
毫
も
之
を
民
間

に
派
す
る
勿
れ
。

す
な
わ
ち
、
前
票
に
お
い
て
、
賈
漢
復
の
時
代
に
修
め
ら
れ
た
府
・
州
・
縣
志
を

｢

率
畧
舛
譌
な
る
も
の

(

杜
撰
で
誤
り
の
多
い
も
の)

十
の
七
、
八｣

と
評
し
つ
つ
も
、
時
日
が
不
足
す
る
こ
と
を
理
由
に
断
念
さ
れ
て
い
た
府
・
州
・
縣
志
の
修
訂
は
、
順
治
末
年
の
賈
漢
復

の
場
合
と
同
じ
く
、
一
省
の
地
方
長
官
の
府
・
州
・
縣
の
地
方
官
に
対
す
る
命
令
に
よ
っ
て
、
河
南
全
省
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
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の
で
あ
る
。

康
煕

『

汝
陽
縣
志』

の
場
合
、
稿
本
と
と
も
に
提
出
し
た
申
文
本
体
に
当
た
る
③
に
は
特
に
注
目
す
べ
き
内
容
は
含
ま
れ
な
い
が
、
二

度
目
の
牌
を
受
け
取
っ
た
翌
月
に
は
稿
本
を
提
出
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
わ
た
だ
し
く
事
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
い
で
こ
の
申
文
に
附
せ
ら
れ
た
④
の
二
批
の
内
、
第
一
批
は
、

仰
す
、
發
去
せ
る
志
稿
を
將
て
、
粘
簽
を
査
照
し
、
逐
ひ
て
詳
細
覈
實
を
加
へ
よ
。�
に
清
冊
一
様
二
本
を
繕
ひ
、
原
本
と
同
に
一

併
申
送
せ
よ

と
述
べ
て
お
り
、
提
出
さ
れ
た
志
稿
に
修
正
箇
所
を
指
示
し
た
簽
紙
を
着
け
て
汝
陽
縣
に
差
し
戻
し
、
再
度
上
呈
す
る
こ
と
を
命
じ
た
内

容
で
あ
る
。
第
二
の
批
は
、

該
縣
續
修
す
る
所
の
志
は
、
取
材
既
に
博
く
、
考
據
も
亦
た
詳
ら
か
な
り
。
獨
に
此
よ
り
後
の
未
だ
備
は
る
ざ
る
を
増
す
の
み
な
ら

ず
、
兼
て
能
く
前
人
の
遺
す
る
所
を
補
し
、
史
乘
に
留
心
す
る
者
と
謂
ふ
可
し
。
且
つ
文
筆
は
古
藻
に
し
て
、
冗
弱
の
弊
無
し
。
此

の
手
筆
を
具
へ
舊
志
を
將
て
細
し
く
刪
潤
を
爲
し
、
以
て
完
璧
を
成
し
、
以
て
國
史
を
襄
す
れ
ば
可
也

と
述
べ
て
お
り
、
第
一
批
に
基
づ
く
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
承
け
て
、
さ
ら
に

｢

舊
志｣

の
補
訂
を
行
っ
て
よ
り
完
璧
を
期
す
こ
と
を

求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

閻
興
邦
の
牌
中
に

｢

荒
悖
失
倫｣

(

で
た
ら
め
無
秩
序)

と
名
指
し
で
非
難
さ
れ
、
さ
ら
に
粘
單
の
凡
例
中
、
古
蹟
の
項
に

｢

宜
陽
志

の
如
く
野
史
を
全
載｣

す
る
悪
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
河
南
府
宜
陽
縣
の
場
合
に
も
、
こ
の
後
康
煕
三
〇

(

一
六
九
一)

年
一
〇
月
に
重

修
が
完
了
し
た
後
、
上
呈
し
た
結
果
、

豫
省
諸
郡
縣
志
の
第
一
に
宜
し
く
毀
し
て
重
修
す
べ
き
者
、
宜
陽
に
過
ぎ
る
は
莫
し
。
茲

(

新
志)

は
則
ち
皆
之
を
刪
去
せ
り
。
作

る
所
の
諸
總
論
已
に
疏
通
流
利
に
し
て
、
引
用
も
亦
た
雅
貼
な
る
こ
と
喜
ぶ
可
し
。
之
を
舊
志
に
較
ぶ
る
に
、
恍
と
し
て
雲
霧
十
重

を
撥
ね
る
が
如
し
。
是
れ
喜
ぶ
可
き
也

と
い
う
閻
興
邦
の
批
を
承
け
て
い
る(�)

。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
河
南
巡
撫
閻
興
邦
が
実
際
に
稿
本
を
提
出
さ
せ
、
修
正
す
べ
き
点
が
あ
れ
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ば
そ
の
箇
所
を
指
摘
し
て
差
し
戻
し
、
修
正
し
た
後
再
度
提
出
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
連
の
手
順
が
支
障
な
く
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
。
汝
州
直
隷
州
属
の�
縣
で
は
、
稿

本
の
上
呈
後
、

�
志
、
他
志
に
較
べ
て
頗
る
詳
核
に
し
て
典
確
な
り
。
惜
し
む
ら
く
人
物
條
下
、
繁
瑣
な
る
小
傳
に
分
別
し
、
藝
文
倶
に
重
見�
出

す
れ
ば
、
當
に
簽
に
照
ら
し
て
改
正
す
べ
し
。
餘
は
倶
に
妥
し

と
い
う
閻
興
邦
の
批
示
を
承
け
な
が
ら
、
何
故
か
修
正
は
放
置
さ
れ
、
康
煕
三
三

(

一
六
九
四)

年
に
閻
興
邦
の
後
任
の
顧�
に
よ
る
檄

を
承
け
て
後
、
上
呈
し
て
裁
可
を
得
、
刊
刻
に
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る(�)

。

康
煕
三
三

(

一
六
九
四)
年
の
顧�
の
檄
は
閻
興
邦
の
檄
と
連
動
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
地
方
志
修
訂
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
。

南
陽
府
属
の
康
煕

『

鎭
平
縣
志』
に
収
載
さ
れ
た
檄
は
次
の
よ
う
に
言
う(�)

。

照
し
得
た
る
に
、
郡
邑
の
志
書
は
政
治
の
關
る
所
に
し
て
、
文
獻
是
れ
頼
る
。
前
院

(

閻
興
邦)

は
舊
志
率
ね
荒
陋
な
る
も
の
多
く
、

又
三
十
餘
年
來
未
だ
増
修
を
經
ざ
る
に
因
り
、
隨
ひ
て
該
縣
に
隨
飭
し
て
纂
輯
申
送
せ
し
め
、
閲
改
を
檄
發
せ
る
こ
と
、
案
に
在
り
。

有
る
所
の
前
發
せ
る
志
稿
は
、
合
に
提
取
を
行
ふ
べ
く
、
此
の
票
を
爲
す
。
鎭
平
縣
官
吏
に
仰
す
、
票
に
照
ら
し
て
事
理
し
、
即
ち

に
前
發
せ
る
該
縣
の
志
稿
を
將
て
、
作
速
に
文
を
具
へ
、
本
部
院
の
覆
閲
す
る
に
申
送
せ
よ
。
如
し
已
に
刊
完
す
れ
ば
、
即
ち
志
書

を
將
て
申
送
せ
よ
。

す
な
わ
ち
、
前
任
の
閻
興
邦
に
よ
っ
て
批
改
を
命
じ
ら
れ
た
州
縣
の
中
に
は
、
修
正
し
た
事
実
を
確
認
す
る
た
め
に
再
度
稿
本
を
提
出
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
放
置
す
る
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
顧�
に
よ
る
檄
が
下
さ
れ
た
。
鎭
平
縣
で

は
こ
の
後
、
南
陽
府
が
府
属
の
一
三
州
・
縣
の
地
方
志
を
ま
と
め
て
上
呈
し
た
と
思
わ
れ
、

照
し
得
た
る
に
、
該
府
各
屬
の
申
送
せ
る
志
書
、
本
部
院
、
已す

經で

に
核
定
せ
り
。
合
に
原
本
を
發
し
て
前
去
し
、
以
て
採
輯
に
憑
ら

し
む
べ
く
、
此
の
票
を
爲
す
。
南
陽
府
官
吏
に
仰
す
、
票
に
照
し
て
事
理
し
、
即
ち
に
各
志
を
將
て
酌
採
し
府
志
に
纂
入
せ
よ
。
内

に
批
改
し
て
簽
を
粘
る
の
處
有
れ
ば
、
仍
り
て
所
屬
に
飭
し
て
改
正
し
刊
刻
せ
し
め
よ
。�
に
其
の
府
志
を
呈
す
る
は
定
め
て
一
個
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月
内
を
限
り
、
先
に
清
稿
を
具
へ
て
、
本
部
院
に
詳
送
し
、
通
志
に
核
入
し
、
以
て
文
獻
を
彰
ら
か
に
し
、
以
て
永
久
に
埀
れ
ん
。

遅
違
す
る
を
得
る
毋
れ
。
計
り
て
志
書
十
三
部
を
發
す

と
い
う
顧�
が
南
陽
府
に
下
し
た
票
を
承
け
て
、
批
改
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

閻
興
邦
と
顧�
に
よ
っ
て
何
故
繰
り
返
し
批
改
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
。
前
記
し
た
康
煕

『�
縣
志』

に
は
、
康
煕
三
三

(

一
六
九
四)

年
三
月
の
顧�
の
檄
か
ら
、
時
を
置
い
て
下
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
第
二
の
檄
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る

(�)
。照

し
得
た
る
に
、
新
志
を
續
修
す
る
は
、
文
獻
に
攸
關
す
。
本
部
院
前
に
已
に
各
屬
に
通
行
し
、
纂
輯
送
閲
せ
し
む
。
豈
に
年
を
經
、

月
を
累
ね
る
も
、
大
半
は
因
循
し
て
、
止
だ
序
文
一
篇
を
撰
す
る
の
み
に
し
て
、
之
を
巻
首
に
列
ね
、
以
て
責
を
塞
が
ん
と
す
る
者

有
り
、
一
、
二
條
を
擧
げ
て
新
を
増
し
舊
に
換
え
、
以
て
塗
飾
せ
ん
と
す
る
者
有
り
、
甚
し
き
は
徑
ち
に
舊
志
を
呈
し
、
漫
と
し
て

新
纂
す
る
無
き
者
有
る
に
至
る
。
藐
忽
な
る
こ
と
此
に
至
り
、
殊
に
怠
玩
な
る
に
屬
す
。
仰
す
、
即
ち
に
修
輯
を
行
ひ
、
康
煕
初
年

自
り
本
年
に
至
る
ま
で
、
所
屬
の
地
方
の
事
類
、
後
開
の
條
目
に
遵
照
し
て
、
一
一
確
寔
を
詳
載
し
、
濫
無
く
遺
無
く
せ
よ
。
定
め

て
一
月
内
を
限
り
、
清
稿
を
繕
具
し
、
本
部
院
の
核
定
し
て
以
て
採
擇
に
憑
る
に
申
送
せ
よ
。
前
に
仍
り
藐
玩
し
て
咎
戻
を
干
す
を

致
す
こ
と
未
だ
便
な
ら
ざ
る
を
得
る
毋
れ
。

す
な
わ
ち
、
閻
興
邦
と
顧�
と
歴
任
の
河
南
巡
撫
が
繰
り
返
し
志
書
を
修
訂
し
稿
本
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
檄
を
下
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
府
・
州
・
縣
の
側
は
そ
れ
ほ
ど
従
順
に
こ
れ
に
応
じ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
、
顧�
は

｢

藐
玩｣

し
て
新
志
の
修
訂
に
取
り

組
ま
な
い
州
縣
が
大
半
で
あ
る
と
嘆
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
に
引
用
し
た
閻
興
邦
の
第
二
牌
の
中
で
、
宜
陽
縣
と
並
ん
で
舊
志
を

｢

荒
悖
失
倫｣

と
評
さ
れ
た
開
封
府
属
の
河
陰
縣
で
は
、
康
煕

三
〇

(

一
六
九
一)

年
に
新
志
が
刊
刻
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
康
煕

『

河
陰
縣
志』

の
巻
首
に
載
せ
ら
れ
た
閻
興
邦
の
檄
の

末
に
は
、｢

此
を
蒙
け
、
謹
み
て
本
年
九
月
に
遵
奉
し
て
續
修
す｣

と
い
う
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
該
志
は
巻
頭
に
知
縣

申
彩
奇
の
序
文
と
こ
の
憲
檄
を
載
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
以
下
、
目
録
や
修
志
姓
氏
、
凡
例
の
類
は
全
く
無
く
、
本
文
を
含
め
て
、
定
稿
と
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は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
混
乱
が
甚
だ
し
い
。
職
官
志
に
は
現
任
の
知
縣
で
あ
る
申
彩
奇
自
身
の
名
す
ら
載
せ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
上
呈
さ
れ

閻
興
邦
の
批
准
を
承
け
た
志
書
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ

｢

荒
悖
失
倫｣

と
評
さ
れ
た
舊
志
に
、
序
と
檄
を
加
刻
し
た
書
物

と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る(�)

。
清
代
前
期
の
河
南
省
の
地
方
志
は
、
そ
の
記
述
内
容
の
当
否
を
審
査
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、

舊
志
に
対
し
て
近
年
の
事
項
を
補
訂
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
外
観
上
判
別
し
や
す
い
基
準
で
審
査
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
よ
り
前
、
康
煕
一
一

(

一
六
七
二)

年
、
大
學
士
衛
周
祚
の
上
疏
に
よ
り
、
各
省
で
通
志
を
編
纂
さ
せ
て

『

大
清
一
統
志』

編
纂

の
た
め
の
材
料
と
す
る
上
諭
が
下
さ
れ
て
か
ら
、
各
省
で
總
督
・
巡
撫
が
府
・
州
・
縣
志
の
修
訂
を
命
じ
る
過
程
で
や
り
と
り
さ
れ
た
行

文
に
も
、
河
南
省
の
例
の
よ
う
に
、
原
稿
が
出
来
上
が
っ
た
後
、
刊
刻
に
移
る
前
に
稿
本
を
上
呈
し
て
校
閲
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け

る
内
容
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
河
南
省
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
行
文
に
実
質
的
効
力
が
伴
っ
て
い
た
か
は
、
個
々
の
事
例
の

検
証
を
抜
き
に
し
て
即
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
地
方
志
の
修
訂
に
対
し
て
官
に
よ
る
規
制
が
加
え
ら
れ
た
の
か
否
か
を
検
討
す
る

材
料
と
し
て
は
興
味
深
い
。
康
煕
年
間
に
あ
っ
て
、
河
南
省
以
外
で
は
、
山
東
省
の
地
方
志
の
中
に
比
較
的
多
数
の
こ
う
し
た
行
文
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
山
東
省�
州
府
属
の
康
煕

『

濟
寧
州
志』

に
載
る�
州
府
か
ら
濟
寧
州
に
下
さ
れ
た
帖
文
で
は
、
原
稿
が
出
来
上
が
っ

た
後
、｢

釘
砌
整
齊
、
綾
函
殻
套｣
(

綫
装
し
て
布
張
り
し
た
書
套
に
収
め
る
こ
と
か)

し
た

｢

一
様
五
本｣

を�
州
府
に
送
る
よ
う
指
示

し
て
い
る
。
稿
本
は�
州
府
か
ら
山
東
布
政
司
、
山
東
巡
撫
と
順
次
送
ら
れ
、
山
東
巡
撫
か
ら
禮
部
に
送
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
批
示
を

付
し
て
濟
寧
州
に
差
し
戻
さ
れ
る
分
を
合
わ
せ
て
五
部
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る(�)

。
末
端
の
州
縣
の
志
書
に
対
し
て
、

知
府
、
布
政
使
、
總
督
・
巡
撫
か
ら
禮
部
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
段
階
で
校
閲
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
う
し
た
大
袈
裟
な
規

定
の
存
在
自
体
が
、
こ
の
制
度
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
ほ
と

ん
ど
存
在
し
な
い
た
め
、
次
節
で
は
、
乾
隆
年
間
以
降
の
事
例
に
絞
っ
て
地
方
志
稿
本
の
鑒
定
制
度
を
検
討
し
た
い
。

二
、
稿
本
の
鑒
定

乾
隆
年
間
以
降
の
地
方
志
稿
本
の
鑒
定
制
度
に
お
い
て
、
乾
隆
三
一

(

一
七
六
六)

年
に
浙
江
巡
撫
熊
學
鵬
が
行
っ
た
上
奏
に
対
し
て
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大
學
士
傅
恒
ら
が
行
っ
た
覆
奏
を
受
け
て
下
さ
れ
た
乾
隆
帝
の
上
諭
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
諭
は

『

欽
定
學

政
全
書』

に
収
載
さ
れ
、
地
方
志
の
校
閲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る(�)

。

再
に
各
省
の
向
例
に
、
學
臣
莅
任
の
時
に
於
て
、
原
よ
り
誌
書
を
呈
送
す
る
の
事
有
り
。
應
に
學
臣
を
し
て
時
日
に
拘
ら
ず
心
を
悉

し
て
査
核
せ
し
め
、
遇
ふ
に
實
在
に
是
非
倒
置
せ
る
者
有
ら
ば
、
即
ち
地
方
官
に
飭
令
し
て
刪
改
せ
し
め
、
仍
り
て
督
撫
に
咨
明
し

會
同
し
て�
理
す
べ
し
。
其
れ
現
在
修
輯
す
る
の
誌
書
も
、
亦
た
學
政
を
し
て
査
核
せ
し
め
、
再
び
刊
刻
を
行
は
し
む
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
条
文
は
、
各
省
の
学
務
行
政
を
統
轄
し
、
と
り
わ
け
、
三
年
間
の
任
期
内
に
省
内
の
各
府
を
回
っ
て
歳
試
と
科
試
を
実

施
す
る
こ
と
を
主
要
な
任
務
と
す
る
學
政
使
に
、
志
書
の
査
核
と
い
う
新
た
な
職
務
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前

の
地
方
志
に
も
學
政
使
が
州
縣
の
申
文
に
批
を
加
え
て
い
る
例
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
督
撫
や
布
政
使
ら
他
の
地
方
官
の
批
と
区
別
さ
れ

て
い
な
い
。
新
任
の
地
方
官
が
そ
の
地
の
志
書
を
と
り
よ
せ
て
閲
覧
す
る
こ
と
は
、
官
箴
書
に
記
載
さ
れ
る
ほ
ど
当
然
の
慣
行
と
し
て
意

識
さ
れ
て
お
り
、
地
方
志
の
序
文
に
繰
り
返
し
現
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
學
政
使
も
例
外
で
は
な
い(�)

。

乾
隆
三
一

(

一
七
六
六)

年
以
降
に
修
訂
さ
れ
た
地
方
志
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
學
政
使
に
よ
る
査
核
を
示
す
序
文
を
掲
げ
て
い
た
り
、

封
面
に
學
政
使
の
鑒
定
・
校
閲
を
明
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
典
型
的
な
事
例
が
、
學
政
査
核
の
上
諭
が
下
さ
れ
た
同
じ
年
の
末

に
刊
刻
さ
れ
た
直
隷
省
保
定
府
属
の
乾
隆

『

博
野
縣
志』

の
場
合
で
あ
る(�)
。
該
志
の
封
面
に
は

｢

督
學
使
者
閲
定｣

と
記
載
さ
れ
、
直
隷

總
督
方
觀
承
の
序
文
と
並
ん
で
、
順
天
學
政
徳
保
の
序
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
知
縣
呉�
が

｢

新
例｣

に
従
っ
て
學
政
の
査
核

を
求
め
た
詳
文
を
収
め
、
こ
れ
に
徳
保
に
よ
る
批
示
を
附
し
て
い
る
。
徳
保
の
批
は

送
り
し
新
修
の
志
書
八
巻
に
據
る
に
、
典
核
詳
明
に
し
て
、
具
さ
に
吏
治
に
留
心
す
る
を
見
て
、
殊
に
嘉
ぶ
可
き
に
属
す
。
本
部
院

閲
し
畢
り
、
即
ち
に
付
梓
を
行
ふ
こ
と
可
な
り

と
ほ
ぼ
形
式
的
な
承
認
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
と
も
か
く
も

｢

新
例｣

に
準
拠
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
、
州
縣
官

と
學
政
使
と
の
双
方
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
徳
保
は
こ
の
翌
年
に
刊
刻
さ
れ
た
趙
州
直
隷
州
属
の
乾
隆

『

柏
郷
縣
志』

、

冀
州
直
隷
州
属
の
乾
隆

『

衡
水
縣
志』

に
も
、
順
天
學
政
と
し
て
序
文
を
寄
せ
て
い
る(�)
。
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安
徽
省
安
慶
府
属
の
乾
隆

『

望
江
縣
志』

(

乾
隆
三
三
年
刻
本)

の
場
合
に
も
、
安
徽
學
政
の
全
魁
が
寄
せ
た
序
文
の
中
で
、
次
の
よ

う
に

｢

新
例｣

に
従
っ
て
対
応
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る(�)

。

近
く
皇
上
の
諭
旨
を
奉
じ
、
新
舊
の
志
書
は
學
臣
に
責
令
し
て
校
閲
せ
し
む
。
凡
そ
錯
誤
有
ら
ば
、
隨
時
更
正
し
て
矜
愼
を
示
す
也
。

…
…
香
山
の
鄭
君
是
邦
に
來
宰
し
、
…
…
復
た
邑
の
紳
士
を
集
め
て
局
を
開
き
志
を
修
む
、
…
…
書
既
に
成
り
、
新
例
に
循
ひ
、
繕

本
を
以
て
予
に
呈
す
。
予
、
之
を
覽
る
に
、
條
例
は
備
さ
に
具
は
り
、
徴
引
は
煩
な
ら
ず
、
刻
雕
藻�
の
譏
無
く
、
化
道
を
激
勸
す

る
の
美
有
り
。
巻
帙
は
簡
な
る
と
雖
も
、
以
て
國
史
の
采
輯
に
備
え
、
完
本
と
稱
す
る
に
足
る

序
文
で
い
う
や
り
と
り
に
文
書
が
伴
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
學
政
使
と
州
縣
官
と
の
関
係
は

『

博
野
縣
志』

の
場
合

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
と
見
な
し
得
る
。
乾
隆
四
三

(

一
七
七
八)

年
に
府
志
が
刊
刻
さ
れ
た
安
徽
省
の
池
州
府
で
も
、
池
州
府
知
府
張

士
範
の
序
に
は

｢

例
に
遵
ひ
學
憲
に
呈
し
て
核
定
せ
ら
れ
、
次
を
以
て
梓
に
授
け｣

た
と
書
か
れ
、｢

鑒
定｣

と
し
て
職
名
に
載
る
安
徽

學
政
劉
權
之
が
序
を
書
い
て
、
そ
の
な
か
で

｢

夫
れ
今
の
府
・
州
・
縣
志
、
學
使
に
責
成
す
る
者
、
其
の
事
を
重
ん
じ
る
所
以｣

で
あ
る

と
述
べ
て
い
る(�)
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
府
・
州
・
縣
の
側
が
學
政
使
に
よ
る
査
核
を
求
め
、
學
政
使
が
序
を
与
え
て
承
認
の
意
を
示

す
と
い
う
一
連
の
手
順
が
読
み
取
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
は
、
清
代
の
後
半
期
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
清
末
の
光

緒
年
間
に
至
っ
て
も
、
光
緒
二
〇

(

一
八
九
四)

年
に
四
川
學
政
と
し
て
赴
任
し
た
呉
樹�
は
、｢

使
者
に
志
書
を
査
核
す
る
の
職
有
り｣

と
述
べ
て
お
り(�)

、
同
じ
年
に
雲
南
學
政
と
し
て
赴
任
し
た
姚
文
倬
を
迎
え
た
麗
江
府
属
の
光
緒

『

鶴
慶
州
志』

の
編
者
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る(�)

。

州
志
は
已
に
手
民

(

刻
工)

に
付
す
。
適
た
ま
姚
稷
臣
學
使

(
姚
文
倬)

葉
楡

(

雲
南
の
古
縣
名)

に
按
試
す
。
金
鑑

(｢

纂
修｣

の
一
人
楊
金
鑑)

竊
に
維
ふ
に
、
志
は
國
史
の
支
流
に
し
て
、
須
く
學
臣
の
加
墨
を
經
て
、
始
め
て
定
本
と
爲
す
べ
し
、
と
。
因
り

て
副
稿
を
以
て
舎
弟
に
囑
し
函
を
加
へ
郵
寄
し
て
呈
閲
せ
し
め
、
學
使
の
序
言
を
撰
賜
す
る
を
蒙
け
、
並
び
に
數
條
を
糾
正
す
る
を

蒙
く
。
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す
な
わ
ち
、
志
書
の
査
核
が
學
政
使
の
職
務
で
あ
る
と
す
る
認
識
そ
の
も
の
は
、
清
末
ま
で
保
持
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ

ろ
が
、『

鶴
慶
州
志』

の
場
合
に
は
、
方
志
で
は
人
物
の
記
載
を
慎
重
に
す
べ
き
で
あ
り
、
楊
武
愍
の
よ
う
な
有
名
な
武
官
を
欠
載
し
て

い
る
点
、
藝
文
に
は
詩
文
だ
け
で
な
く
著
作
の
目
録
を
書
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
点
、
国
家
に
よ
る

｢�
免
錢
糧
、
増
廣
學
額｣

な
ど
を

書
く

｢
恩
慶｣

篇
を
設
け
る
べ
き
だ
と
す
る
点
な
ど
を
挙
げ
た
姚
文
倬
の
指
摘
に
対
し
て
、
志
書
は
已
に
刊
刻
さ
れ
て
い
て
訂
正
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
、
指
摘
さ
れ
た
点
を
訂
正
す
る
替
わ
り
に
、
姚
文
倬
の
書
簡
を
凡
例
に
附
す
と
い
う
対
応
策
を

と
っ
た
の
で
あ
る(�)
。
こ
の
事
実
は
、
學
政
使
に
よ
る
査
核
が
形
骸
化
し
た
と
い
う
よ
り
、
前
の
乾
隆
三
一

(

一
七
六
六)

年
の
上
諭
直
後

の
乾
隆

『

博
野
縣
志』
や
乾
隆

『

望
江
縣
志』

に
お
け
る
順
天
學
政
徳
保
や
安
徽
學
政
全
魁
の
き
わ
め
て
形
式
的
な
対
応
が
示
す
よ
う
に
、

も
と
も
と
そ
れ
が
、
稿
本
の
実
質
的
な
審
査
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
。

乾
隆
四
九

(

一
七
八
四)
年
、
山
西
學
政
戴
衢
亨
は
平
定
直
隷
州
の
歳
試
に
按
臨
し
、
型
ど
お
り
呈
せ
ら
れ
た

『

平
定
州
志』

(

乾
隆

三
四

(

一
七
六
九)

年
刊
本)

を
閲
し
、
州
志
刊
刻
後
に
修
訂
さ
れ
た
直
隷
州
属
の
樂
平
・
孟
縣
・
壽
陽
三
縣
の
記
事
が
汲
み
取
ら
れ
て

い
な
い
点
な
ど
を
指
摘
し
て
、
知
州
蔡
廷
弼
に

｢

士
習
文
風
は
頗
る
淳
正
に
近
き
も
、
而
る
に
志
闕
き
て
修
め
ざ
る
は
、
是
れ
守
土
者
の

事｣

で
あ
る
と
重
修
を
勧
め
て
い
る(�)
。
官
僚
機
構
の
上
下
関
係
の
中
で
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
平
定
州
の
側
が
こ
れ
を
命
令
と
し

て
受
け
止
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
の
官
僚
か
ら
見
れ
ば
高
い
学
識
を
有
ち
、
地
方
志
に
つ
い
て
の
識
見
を
有
す
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
る
学
務
行
政
担
当
者
の
助
言
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
事
例
が
、
乾
隆
末
年
に
郷
里
の
江
蘇
省
蘇
州
府
属
の
常
熟
縣
で
縣
志
の
編
纂
に
取
り
組
ん
だ
言
如
泗
の
言
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
如
泗
は
、
原
稿
を
完
成
し
た
後
に
そ
の
周
辺
で
起
こ
っ
た
諸
事
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(�)

。

私
は

『

學
政
全
書』

に
載
せ
る
乾
隆
三
一

(

一
七
六
六)

年
に
傅
大
學
士
等
が
上
奏
し
て
准
さ
れ
た
、
州
縣
の
志
書
は
紳
士
が
自
ら

編
纂
を
行
い
、
學
政
に
交
し
て
査
核
せ
し
め
る
と
い
う
例
に
し
た
が
っ
て
、
心
に
蓄お
も

う
こ
と
二
十
餘
年
、
乾
隆
六
〇

(

一
七
九
五)

年
に
お
よ
ん
で

『

常
昭
合
志
稿』

を
完
成
し
た
。
是
よ
り
先
、
督
學
胡
豫
堂
先
生

(

江
蘇
學
政
胡
高
望)

に
原
稿
を
正
し
て
い
た
だ

き
、
後
任
の
劉
雲
房
先
生

(

劉
權
之)

に
序
を
作
っ
て
い
た
だ
き
こ
れ
を
巻
首
に
頂
い
て
、
板
に�
し
世
に
行
っ
た
。
嘉
慶
七

(

一
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八
〇
二)

年
冬
に
至
る
ま
で
、
已
に
八
年
を
閲
し
た
。
突
然
に
屈
新
な
る
者
が
、
志
傳
中
に
其
の
上
祖
の
屈
駿
な
る
者
を
遺
漏
す
る

を
以
て
、
督
學
に
控
え
た
が
、
反
駁
の
批
を
経
て
、
屈
駿
は

[

志
書
に
記
載
す
べ
き]

事
實
が
無
く
、『

合
志』

か
ら
刪
除
す
べ
き

と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
屈
新
は
復
た
仲
雍
の
後
裔
で
あ
る
周
伯�
昔
、
余
の
家
と
訟
隙
有
り

等
を
嗾

け
し
か
け
、
志
中
に
仲
雍
の

祠
墓
の
脩
理
の
事
を
書
き
落
と
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
江
蘇
巡
撫
と
江
蘇
布
政
使
に
控
え
さ
せ
た
。
蘇
州
府
知
府
が
詳
文
を
も
っ

て
請
い
、[
言
如
泗
と
は]�
に
名
宿
を
招
聘
し
て
、
重
ね
て
纂
刻
を
爲
そ
う
と
し
た
が
、
江
蘇
巡
撫
汪
志
伊
は
、
重
刻
に
は
多
く

の
費
用
が
か
か
る
の
で
、
余
の

『

合
志』

の
中
に
果
し
増
改
を
行
う
べ
き
者
が
あ
れ
ば
、
簽
を
つ
け
て
幾
條
を
書
き
出
し
、
核
正
し

て
決
着
を
つ
け
る
方
が
よ
い
と
さ
れ
、
屈
・
周
等
ら
の
訴
訟
事
件
は
収
ま
っ
た
。

嘉
慶
一
〇

(

一
八
〇
五)
年
に
書
か
れ
た
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
言
如
泗
は
自
ら
が
編
纂
し
た
志
書
を

『

常
昭
合
志
稿』

と
呼
び
、
學
政

使
胡
高
望
の
校
閲
を
受
け
、
劉
權
之
に
序
文
を
執
筆
し
て
貰
っ
て
後
、『

合
志』

(

常
昭
合
志
の
意)

と
呼
び
直
し
て
い
る
。
學
政
使
の
査

核
と
承
認

(

序
文
の
執
筆)

を
経
な
い
間
は
稿
本
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
は
、『

學
政
全
書』

の
記
載
を
厳
密
に
解
釈
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
文
章
は
、
學
政
使
に
よ
る
志
書
の
鑒
定
制
度
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。

學
政
使
の
お
墨
付
き
を
受
け
て
も
決
し
て
安
泰
で
は
な
か
っ
た
。『

常
昭
合
志』

の
中
に
自
身
の
祖
先
の
名
が
漏
れ
て
い
る
と
し
て
學
政

使

(

嘉
慶
六

(

一
八
〇
一)

年
に
赴
任
し
た
平
恕
で
あ
ろ
う)

に
訴
え
た
屈
新
は
、
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
別
の
理
由
で
、
江

蘇
巡
撫
と
江
蘇
布
政
使
に
向
か
っ
て
言
如
泗
を
訴
追
す
る
と
い
う
挙
に
出
た
。
こ
の
過
程
で
は
常
熟
縣
の
直
属
の
上
官
で
あ
る
蘇
州
府
知

府
が
言
如
泗
と
は
別
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
地
方
志
を
修
訂
し
直
す
よ
う
働
き
か
け
、
最
終
的
に
江
蘇
巡
撫
汪
志
伊
の
判
断
で
訴
訟
事
件
は

収
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
志
書
の
鑒
定
に
つ
い
て
、
學
政
使
と
總
督
・
巡
撫
・
布
政
使
な
ど
他
の
一
般
行
政
系
統
の
地
方
官
と
の

役
割
は
、
乾
隆
三
一
年
の
上
諭
が
下
さ
れ
て
か
ら
以
降
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

前
記
し
た

『

望
江
縣
志』

と
同
じ
く
全
魁
が
安
徽
學
政
の
任
に
在
っ
た
乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
鳳
陽
府
属
の
乾
隆

『

壽
州
志』

で
は
、
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例
に
遵
ひ
藁
を
繕
ひ
、
呈
し
て
學
憲
全
、
並
び
に
制
・
撫
各
憲
の
鑒
定
を
請
ひ
、
之
を
剞�
に
付
す

と
あ
り
、
學
政
使
と
と
も
に
兩
江
総
督
・
安
徽
巡
撫
に
鑒
定
を
求
め
て
い
る(�)

。
ま
た
、
同
年
に
刊
刻
さ
れ
た
陝
西
省
鳳
翔
府
属
の
乾
隆

『
鳳
翔
縣
志』

で
は
、

稿
既
に
成
り
、
抄
録
し
て
院
・
司
・
道
・
府
各
上
憲
に�
呈
し
て
之
を
正
さ
れ
、
乃
ち
剞�
に
付
す

と
あ
っ
て
、
鑒
定
を
求
め
る
対
象
の
範
囲
が
さ
ら
に
広
が
る(�)

。
こ
う
し
た
、
志
書
を
刊
刻
に
移
す
過
程
で
用
い
ら
れ
る
定
式
化
さ
れ
た
文

言
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
を
鑒
定
制
度
の
実
態
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
總
督
や
巡
撫
な
ど
の
校
閲
を
受
け
る
地
方
志
の
例
は
、
學

政
使
に
の
み
特
別
な
査
核
の
権
限
が
あ
る
と
み
な
す
地
方
志
よ
り
む
し
ろ
は
る
か
に
多
い(�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
學
政
査
核
の
制
度
が
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
定
着
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
時
期
が
禁
書
・
文
字
の
獄
な

ど
の
清
朝
に
よ
る
言
論
・
思
想
統
制
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
期
に
重
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
西
省
大
同
府
属
の
應
州
知

州
呉
炳
は
、
乾
隆
三
三

(

一
七
六
八)
年
、
大
同
府
か
ら
の
扎
を
介
し
て
、
山
西
布
政
使
の
札
を
受
け
取
り
、

頃
ご
ろ
大
人

(

山
西
巡
撫
蘇
爾
徳)
の
面
諭
を
奉
く
る
に
、
山
陰
・
平
魯
等
の
縣
呈
す
る
所
の
誌
書
は
尚
ほ
明
季
の
時
校
輯
せ
る
に

係
る
を
以
て
、
其
中
に
記
載
せ
る
語
句
は
甚
だ
紕
繆
、
不
經
、
不
倫
な
る
も
の
多
く
、
大
に
不
合
に
属
す

と
い
う
指
摘
を
受
け
て
、
應
州
の
地
方
志
が
明
代
に
修
訂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
志
内
に

｢

不
倫
、
不
經
、
紕
繆｣

の
語
句
が
な
い

か
、
調
査
し
た
結
果
を
報
告
し
て
い
る(�)
。
福
建
省
泉
州
府
の
同
安
縣
で
も
、
乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
、
次
の
よ
う
に
、
福
建
布
政
使

の
命
令
で
志
書
の
刪
改
が
命
令
さ
れ
て
い
る(�)
。

同

[

安]

の
志
有
る
は
、
明
自
り
今
に
迄
ぶ
ま
で
、
事
數
手
を
經
。
今
の
修
む
る
所
は
、
則
ち
乾
隆
丁
亥

(

三
二

(

一
七
六
七)

年)

令
尹
の�
南
呉
君
な
り
。
間
ま
焉
を
擇
ぶ
こ
と
精
な
ら
ざ
る
有
り
、
文
は
違
碍
の
處
多
し
。
方
伯
の�
圃
楊
公

(

福
建
布
政
使
楊
廷

樺)

局
を
設
け
て
刪
校
し
、�
り
て
醇
善
を
臻
め
、
縣
に
發
し
て
重
梓
せ
し
む
る
も
、
未
だ
其
の
事
を
成
さ
ず
。

乾
隆
三
九

(

一
七
七
四)

年
以
降
の
禁
書
の
最
盛
期
に
は
、
總
督
・
巡
撫
か
ら
末
端
の
州
・
縣
に
至
る
ま
で
の
地
方
官
は
、
自
ら
の
点

数
を
上
げ
る
た
め
に
、
新
た
な
反
清
言
論
の
摘
発
を
競
い
、
そ
の
た
め
、
乾
隆
四
六

((

一
七
八
一)

年
の
福
建
省�
州
府
属
の

｢

海
澄
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縣
志
案｣

や
翌
年
の
湖
南
省
常
徳
府
属
龍
陽
縣
の

｢

滄
浪
郷
志
案｣

に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
が
地
方
官
の
暴
走
を
抑
え
る
事
態
に
ま
で

至
っ
た
。｢

滄
浪
郷
志
案｣

の
終
結
に
際
し
て
乾
隆
帝
の
下
し
た
上
諭
は
次
の
よ
う
に
い
う

(�)

。

各
省
禁
書
を
査�
す
る
に
、
若
し
此
の
如
く
毛
を
吹
き
疵
を
求
め
、
謬
り
て
指
摘
を
加
ふ
れ
ば
、
將
に
人
を
し
て
何
れ
の
所
に
手
足

を
措
か
し
め
ん
と
す
る
耶
。
此
の
事
、
總
て
李
世
傑
の
文
理
通
ぜ
ざ
る
に
由
り
、
以
て�
理
拘
泥
し
て
當
を
失
す
る
を
致
す
。
朕
は

此
等
の
字
句
の
微
疵
に
於
て
、
從
り
て
意
を
有
し
て
推
求
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
。

し
た
が
っ
て
、
禁
書
事
件
へ
の
対
応
を
も
っ
て
清
朝
が
地
方
志
の
修
訂
を
重
視
し
統
制
を
強
化
し
た
と
見
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
學
政
に
よ
る
査
核
と
い
っ
た
志
書
稿
本
の
鑒
定
制
度
が
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
般
行
政
を
担
当
す
る
地
方
官
の
過
剰

な
介
入
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、｢

廃
志｣

前
節
で
み
た
地
方
志
鑒
定
制
度
と
関
係
し
て
、
地
方
志
の
内
容
に
関
わ
る
変
更
を
迫
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
頒
行
さ
れ
ず
に

｢

廢
志｣

と
さ
れ
る
こ
と
ま
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
事
例
を
検
討
し
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

地
方
志
が
ひ
と
た
び
完
成
し
な
が
ら
、
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
世
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
例
は
、
清
代
初
期
か
ら
現
れ
る
。
江
西
省
撫
州

府
属
の
金
谿
縣
で
は
、

我
が
朝
康
熙
壬
子
の
志
は
凡
せ
て
二
な
り
。
一
は
邑
人
張
士
任
の
纂
す
る
所
に
し
て
、
一
は
王
有
年
纂
す
る
所
な
り
。
張
志
は
荒
蕪

陋
略
に
し
て
、
據
依
す
る
に
足
ら
ず
。
王
志
は
頗
る
史
法
を
具
ふ
る
も
、
然
れ
ど
も
宋
・
元
を
志
す
る
こ
と
或
は
之
を
略
に
失
し
、

有
明
を
志
す
る
こ
と
或
は
之
を
繁
に
失
し
て
、
識
者
は
之
を
病
と
す

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
康
煕
一
一

(

一
六
七
二)

年
に
張
士
任
と
王
有
年
と
が
別
個
に
二
種
類
の
縣
志
を
纂
修
し
た

(�)

。
後
人
に
よ
っ

て

｢

荒
蕪
陋
略
に
し
て
、
據
依
す
る
に
足
ら
ず｣

と
評
さ
れ
る
、
張
士
任
が
編
纂
し
た
康
煕

『

金
谿
縣
志』

は
国
内
で
閲
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
一
方
の
王
有
年
の
書
は
、
か
れ
が
郷
里
の
金
谿
縣
を
離
れ
、
山
東
省
で
地
方
官
を
務
め
て
い
た
時
期
に
編
纂
し
、
後
年
、
私
家

清代の地方志鑒定制度125



版
と
し
て
刊
刻
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
張
士
任
の
書
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(�)

。

康
熙
十
一

(

一
六
七
二)

年
、
朝
廷
は
大
學
士
衛
公
の
請
う
所
を
允
し
、
一
統
志
を
纂
脩
せ
ん
と
す
。[

礼]

部
は
有
司
に
行

[

文]

し
、
各
志
を
以
て
上
ら
す
。
時
に
陽
信

(

山
東
省
陽
信
縣)

に
守
官

(

知
縣
と
し
て
勤
務)

す
る
に
方
り
、
鄙
作

(

私
が
書
い
た
も

の)
は
未
だ
郵
寄
す
る
に
及
ば
ず
。[

金]

谿
志
は
已
に
告
成
し
、
書
は
こ
れ
を
院
司

(

巡
撫
・
布
政
使
な
ど
江
西
省
の
上
級
地
方

官)
に
呈
す
る
も
、
尋
で
駁
を
奉
け
て
改
撰
せ
し
め
ら
る
。
不
幸
に
も�
黔
之
變

(

呉
三
桂
ら
三
藩
の
乱)

に
遭
ひ
、
纂
脩
は
暫
く

罷
め
、[

金]
谿
志
も
亦
た
廢
せ
ら
る
。
今
は
止
だ
昔
年
に
訂
正
せ
る
者
を
以
て
、
孤
行
す
る
の
み
。

す
な
わ
ち
、
金
谿
縣
の
知
縣
白�
如
と
張
士
任
ら
が
通
常
の
手
順
で
作
っ
た
康
煕

『

金
谿
縣
志』

の
稿
本
は
、
上
級
地
方
官
の
批
駁
を
承

け
て
修
改
を
命
じ
ら
れ
た
ま
ま
、
王
有
年
が
自
書
を
刊
刻
し
た
康
煕
二
一

(

一
六
八
二)

年
の
時
点
ま
で
放
置
さ
れ
て
お
り
、
乾
隆
志
が

｢

荒
蕪
陋
略｣

に
し
て
依
拠
す
る
に
足
り
な
い
と
評
す
る
張
士
任
の
志
書
が
、
誰
に
ど
の
よ
う
な
理
由
で
批
駁
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
王
有
年
は
こ
れ
を

｢

廢｣
せ
ら
れ
た
と
受
け
止
め
て
い
る
。

上
級
地
方
官
か
ら
の
命
令
に
よ
っ
て
志
書
の
刊
刻
と
流
布
が
差
し
止
め
ら
れ
る
事
例
の
う
ち
、
そ
の
理
由
を
窺
う
こ
と
の
出
来
る
も
の

と
し
て
は
、
江
西
省
吉
安
府
属
の
泰
和
縣
で
乾
隆
年
間
の
前
期
に
起
き
た
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

泰
和
縣
で
は
、
乾
隆
一
五

(

一
七
五
〇)

年
に

『
西
昌
志』

の
名
で
新
志
が
刊
刻
さ
れ
た
が
、｢

謬
濫
を
將
て
訐
を
被｣

け
て
、
乾
隆

一
八

(

一
七
五
三)

年
に
別
の
纂
修
者
の
手
に
成
る

『
泰
和
縣
志』

が
刊
刻
さ
れ
た(�)
。
新
任
の
知
縣
冉
棠
は
新
訂
の

『

泰
和
縣
志』

の
序

文
で
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(�)
。

棠

(

冉
棠)

泰
邑
を
承
乏
し
、
甫
め
て
莅
任
し
て
案
牘
を
見
る
に
、
訐
告
西
昌
新
志
の
事
有
り
。
隨
ひ
て
紳
士
を
集
め
て
公
訊
し
て

�
詳
せ
し
む
る
に
、
前
の
院
憲
西
林
の
鄂
公
曁お

よ

び
藩
憲
華
亭
の
王
公
の
允
結
を
蒙
け
、
刊
板
を
將
て
銷
燬
し
、
并
せ
て
飭
し�
に
淹

博
な
る
者
を
選
び
て
纂
修
せ
し
む
。
其
の
應
に
増
入
し
刪
除
す
べ
き
者
は
、
務
め
て
公
を
秉
り
正
を
持
し
て
、
去
取
に
私
無
か
ら
し

む
。
仰
ぎ
て
各
上
憲
の
志
乘
を
慎
重
に
す
る
の
盛
意
を
見
ん
。

『

西
昌
志』

に
対
す
る
非
難
の
声
が
上
が
っ
た
理
由
は
、
修
訂
し
直
さ
れ
乾
隆
一
八

(
一
七
五
三)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
乾
隆

『

泰
和
縣
志』
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の
巻
首
に
置
か
れ
た

｢

泰
和
縣
志
重
修
例
義
十
條｣

か
ら
そ
の
概
容
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る(�)

。
そ
の
第
二
條
に
、

是
誌
の
修
葺
は
、
李
穆
の

『

弘

(

宏)

治
志』

、
唐
伯
元
の

『

萬
暦
志』

の
両
書
に
據
り
て
主
と
爲
し
、
田
惟
冀
の

『

康
煕
志』

を

以
て
之
を
參
す
。
李
志
の
紀
載
は
稍
や
詳
な
る
も
蕪�(
粗
雑)

免
れ
ず
、
又
鈔
本
に
係
り
、
魯
魚
雜
出
す
。
唐
志
は
校
し
て
體
裁

有
る
も
、
然
れ
ど
も
疏
漏
頗
る
多
し
。
田
志
に
至
り
て
は
、
則
ち
甄
綜

(

是
非
の
判
断)

精
な
ら
ず
、
去
取
に
準
無
く
、
濫
載
の
弊
、

此
よ
り
叢
生
す
。
此
れ

『

西
昌
新
志』

遂
に
藉
口
し
效
尤
す
る
を
得

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
志
書
に
書
く
べ
き
で
な
い
と
見
な
さ
れ
た
事
柄
や
人
物
を
濫
載
し
た
点
に
在
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
第
六
條
に
、

志
乘
の
弊
に
二
有
り
。
一
は
民
間
の
譜
牒
を
雜
採
す
る
こ
と
、
一
は
後
裔
の
呈�
に
泛
據
す
る
こ
と
な
り
。
江
右

(

江
西)

の
風
俗

は
冒
認
し
て
祖
宗
を
顯
達
す
る
を
好
み
、
或
は
假
り
て
科
名
・
官
閥
を
捏
し
、
甚
し
き
は
誥
勅
を
造
作
す
る
に
至
る

と
あ
る
よ
う
に
、
縣
人
が
自
分
の
父
祖
の
名
や
事
蹟
を
地
方
志
に
載
せ
よ
う
と
し
た

｢

濫
載
の
弊｣

が
泰
和
縣
の
内
部
に
非
難
の
声
を
上

げ
さ
せ
、
江
西
巡
撫
・
江
西
布
政
使
に
訴
え
て

『

西
昌
志』

を
廃
書
と
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
知
縣
冉
棠
が
省

会
南
昌
府
の
豫
章
書
院
掌
教
で
あ
っ
た
沈
瀾
に
編
纂
さ
せ
た
乾
隆

『

泰
和
縣
志』

の

｢

姓
氏｣

に
、｢

分
校｣

の
一
人
に
泰
和
縣
學
附
生

周
以
鵬
を
加
え
る
ほ
か
、
泰
和
縣
人
の
名
が
無
い
事
実
も
、
再
び
縣
人
の
利
害
関
係
を
背
景
と
し
た
非
難
の
声
が
上
が
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
配
慮
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

乾
隆

『

西
昌
志』

の
よ
う
に
、｢

刊
板
を
將
て
銷
燬｣
す
る
と
い
う
明
確
な
措
置
に
ま
で
至
ら
な
い
ま
ま
、
刊
刻
さ
れ
た
地
方
志
が

｢

廢｣

さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
江
蘇
省
揚
州
府
属
の
道
光

『
泰
州
志』

の
場
合
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
訴
訟
事
件
に
ま
で
発
展
し
た

事
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
前
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
を
官
に
よ
る
鑒
定
制
度
と
の
関
係
に
絞
っ
て
整
理
し
よ
う

(�)

。

泰
州
州
学
の
學
正
で
あ
っ
た
梁
桂
ら
が
纂
修
し
、
道
光
七

(

一
八
二
七)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
道
光

『

泰
州
志』

を
、
志
書
の
修
訂
を
私

益
に
供
す
る
も
の
と
し
て
指
弾
し
た
紳
士
任�
ら
は
、
後
に
関
係
文
書
を
収
め
た

『

泰
州
新
志
刊
謬』

を
刊
刻
す
る
が
、
同
書
の
巻
頭
に

は
七
種
の
紳
士
ら
の
公
呈
と
官
の
側
か
ら
の
批
示
が
掲
載
さ
れ
て
い
る(�)
。
最
初
の
公
呈
は
道
光
八
年
の
初
め
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
紳
士
等
は
前
年
の
冬

(『

泰
州
志』

が
刊
刻
さ
れ
た
年
末)
に
泰
州
直
属
の
揚
州
府
に
訴
え
た
と
し
て
お
り
、

清代の地方志鑒定制度127



揚
州
府
知
府
か
ら
有
効
な
対
応
策
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
さ
ら
に
江
寧
布
政
使
に
上
訴
し
た
も
の
で
あ
る(�)

。
こ
の
経
緯
か

ら
は
、
公
呈
を
差
し
出
し
た
任�
ら
の
側
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
訴
え
ら
れ
た
梁
桂
ら
に
と
っ
て
も
、
學
政
使
に
よ
る
志
書
の
査
核
と

い
う
制
度
が
ま
っ
た
く
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
者
の
側
に
と
っ
て
、
道
光

『

泰
州
志』

が
學
政
使
の
査
核
を
経
、

批
准
を
承
け
て
刊
刻
さ
れ
た
書
物
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
任�
ら
に
対
す
る
反
論
の
有
力
な
根
拠
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
訴
え

を
受
け
取
っ
た
江
寧
布
政
使
賀
長
齡
も
、
揚
州
府
知
府
に
対
し
て
事
実
の
調
査
と
処
理
を
委
ね
て
お
り
、
一
般
的
な
行
政
指
揮
系
統
の
中

で
こ
の
事
案
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
し
か
に
、
賀
長
齡
の
批
を
承
け
て

『

泰
州
志』

の
不
当
な
記
述
に
百
数
十
カ
所
の
簽
紙
を

付
け
て
上
呈
さ
れ
た
第
二
公
呈
に
対
し
て
は
江
蘇
學
政
使
の
朱
方
増
・
申
啓
賢
が
批
示
を
下
し
て
お
り
、
経
費
の
不
足
か
ら
全
面
的
な
新

志
の
修
訂
が
断
念
さ
れ
、『
刊
謬』

二
巻
の
刊
刻
を
報
告
し
た
⑦
の
禀
文
に
対
し
て
も
學
政
使
廖
鴻�
の
批
示
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

學
政
使
の
権
限
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
批
示
の
内
容
は
上
諭
を
背
景
に
下
さ
れ
た
裁
定
な
ど
で
は
な
く
、
揚

州
府
と
新
任
の
泰
州
知
州
お
よ
び
州
学
学
正
に
処
理
を
委
ね
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

(�)

。

事
件
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
決
着
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
道
光

『

泰
州
志』

の
修
訂
に
参
与
し
た
知
州
劉
鈴
、
學

正
梁
桂
が
解
任
さ
れ
、
実
質
的
な
編
纂
の
中
心
で
あ
っ
た
曹
楙
堅
も
胡
公
書
院
掌
教
を
解
任
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で

『

泰
州
新
志
刊
謬』

の
刊
刻
が
承
認
さ
れ
た
事
実
か
ら
は
、
任�
ら
紳
士
の
側
の
意
向
に
沿
っ
て
事
態
が
推
移
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。『

刊
謬』

の
執
筆

者
の
一
人
と
さ
れ
る
夏�
は
、

雍
正
戊
申

(

六

(

一
七
二
八)

年)

よ
り
道
光
甲
申

(
四

(

一
八
二
四)

年)

に
至
る
ま
で
百
年
に
近
く
し
て
、
州
志
の
獄
興
り
、

獄
、
未
だ
決
せ
ざ
る
に
志
は
已
に
廢
せ
ら
る

と
述
べ
て
お
り
、
道
光

『

泰
州
志』

は
世
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
い

｢

廢
志｣

と
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る(�)

。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
刻
本
が
作
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が

｢

廢
志｣
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
道
光

『

泰
州
志』

の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
る
。

第
一
に
、
今
日
、
東
洋
文
庫
に
伝
わ
る
道
光

『

泰
州
志』

の
刊
本
に
は
、
全
編
に
わ
た
り
欠
葉
が
多
く
、
残
る
頁
も
印
刷
時
の
板
木
の
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保
存
状
態
が
極
め
て
悪
か
っ
た
ら
し
く
文
字
の
判
読
が
困
難
な
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
巻
之
十
三
、
秩
官
表
上
、
に
は
中

国
方
志
叢
書
版
等
に
は
な
い
道
光
一
四

(

一
八
三
四)

年
着
任
の
陳
玉
成
か
ら
咸
豐
三

(

一
八
五
三)

年
着
任
の
徐
瀛
に
至
る
七
人
の
知

州
の
名
が
補
載
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
官
署
中
に
放
置
さ
れ
る
間
に
散
佚
し
た
版
木
を
寄
せ
集
め
、
徐
瀛
の
知
州
在
任
中
に
自
ら
の
名

を
補
刻
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
会
図
書
館
蔵
本
も
殘
闕
の
多
い
東
洋
文
庫
蔵
本
と
同
種
の
印
本
で
あ
る
が
、
た
だ
し
上
記
の

補
載
が
な
い
点
な
ど
欠
葉
に
出
入
り
が
あ
り
、
東
洋
文
庫
蔵
本
よ
り
前
の
時
点
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『

中
国
地

方
志
聯
合
目
録』

(
中
国
科
学
院
北
京
天
文
台
主
編
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
刊)

に
は
、
浙
江
省
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
と
い
う
同

治

『

泰
州
志』

(

同
治
一
〇

(

一
八
七
一)

年
刊
本)

の
名
が
載
っ
て
お
り
、
未
見
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
別
書
で
は
な
く
、
同
じ
く
道

光

『

泰
州
志』

の
殘
闕
本
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
同
治
一
三

(

一
八
七
四)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
同
治

『

續
纂
揚
州
府
志』

に
は
、『

泰
州
新
志
刊
謬』

で
登
載
す
べ
き
事
実
が

な
い
と
指
弾
さ
れ
た
高
鳳�
の
伝
と
そ
の
子
高
榮
祚
の
伝
が

｢

州
志｣

を
引
用
し
て
登
載
さ
れ
て
お
り
、
又
、
高
垂
慶
の
伝
が
新
た
に

｢

採
訪｣

さ
れ
登
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
道
光

『

泰
州
志』

が

｢

廢
志｣

と
さ
れ
た
事
実
は
何
ら
顧
み
ら
れ
て
い
な
い(�)

。

第
三
に
、
光
緒
三
四

(

一
九
〇
八)

年
に
、
泰
州
知
州
の
胡
維
藩
と
朱
枚
に
よ
っ
て
、
道
光

『

泰
州
志』

の
重
刻
本
が
作
ら
れ
た
。
そ

こ
で
は
、
東
洋
文
庫
や
国
会
図
書
館
の
蔵
本
で
は
闕
略
す
る
巻
十
八
、
寺
觀
と
巻
二
十
一
、
人
物
儒
林
を
含
め
て
全
編
の
新
た
な
刊
刻
が

行
わ
れ
て
お
り
、
東
洋
文
庫
蔵
本
に
存
す
る
道
光
一
四
年
か
ら
咸
豐
三
年
の
間
に
着
任
し
た
知
州
の
名
は
削
ら
れ
て
い
る
。
東
洋
文
庫
や

国
会
図
書
館
の
蔵
本
で
は
、
道
光

『

泰
州
志』

の
殘
闕
と
併
せ
て

『

泰
州
新
志
刊
謬』

も
附
印
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

｢

廢
志｣

で
あ
っ

た
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
た
が
、
光
緒
三
四
年
の
重
刻
本
で
は

『
刊
謬』

が
刊
刻
さ
れ
る
以
前
の
形
態
で
道
光

『

泰
州
志』

が
復
元
さ
れ
た

こ
と
に
な
る(�)

。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
學
政
使
に
よ
る
査
核
が
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
く
、｢

廢
志｣

と
す
る
こ
と
自
体
に
も
強
制
力
が
伴
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四
川
省
重
慶
府
属
の
同
治

『�
州
志』

(

同
治
九

(

一
八
七
〇)

年
刊
本)

は
、｢
同
治
八
年
續
修
す
る
も
、
駁
回
せ
ら
れ
遂
に
廢
せ
ら
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れ
て
、
亦
た
全
書
少
な
し｣

と
言
わ
れ
な
が
ら
、
今
日
中
国
は
も
ち
ろ
ん
日
本
国
内
で
も
、
普
通
に
見
る
こ
と
が
で
き
る(�)

。

必
ず
し
も

｢

廢
志｣

と
同
列
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
福
建
省
の�
州
府
で
乾
隆
年
間
に
修
訂
さ
れ
た

『�
州
府
志』

の
場
合
は

次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

繼
で
乾
隆
丙
申

(

四
一

(

一
七
七
六)

年)

に
脩
め
ら
れ
、
李
・
雙
二
公
共
に
之
を
成
す
も
、
其
書
は
未
だ
行
は
れ
ず
。
其
の
未
だ

行
は
れ
ざ
る
の
故
を
考
ぶ
れ
ば
、
則
ち
志
成
る
の
日
を
以
て
之
を
藩
府

(

布
政
使)

に
上
す
も
、
中
に
未
だ
合
は
ざ
る
者
有
り
て
、

命
じ
て
改
正
を
加
へ
し
む
。
後
に
館
局
已
に
撤
せ
ら
れ
、
未
だ
釐
定
す
る
に
及
ば
ず
し
て
、
其
版
、
遂
に
學
中
に
廢
棄
せ
ら
る
る
こ

と
三
十
年
、
人
の
其
の
事
を
踵
す
者
有
る
無
し

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
福
建
布
政
使
に
よ
っ
て
改
正
を
命
じ
ら
れ
な
が
ら
、�
州
府
学
中
に
放
置
さ
れ
て
い
た
志
板
は
、
三
十
年
後
、�

州
府
知
府
特
通
阿
に
よ
っ
て
亡
佚
し
た
三
百
葉
餘
り
を
補
刻
し
た
上
で
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た(�)

。

刊
刻
さ
れ
た
地
方
志
が
様
々
な
理
由
か
ら

｢

廢
志｣

と
さ
れ
て
も
、
刻
板
が
銷
燬
さ
れ
な
い
限
り
は
後
人
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
、
さ
ら
に
、
刻
板
が
銷
燬
さ
れ
た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
流
布
し
た
印
本
が
全
て
回
収
さ
れ
な
い
限
り
は
重
刻
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
得
る
。
清
代
の
乾
隆
年
間
ま
で
頻
発
し
た

｢
文
字
の
獄｣

や
禁
書
の
指
定
に
あ
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
な
国
家
権
力
を
背
景
と
し
た
強
力

な
規
制
を
行
う
こ
と
は
、
一
地
方
の
志
書
に
お
い
て
は
求
め
よ
う
も
な
か
っ
た
。｢

廢
志｣

と
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
、
そ
の
地
域
に
と
っ

て
、
散
佚
し
が
ち
な
古
い
史
料
を
保
存
す
る
意
味
を
持
つ
限
り
、
地
域
内
の
要
請
に
よ
っ
て
復
活
し
得
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
代
の
と
り
わ
け
後
半
期
に
お
い
て
、
地
方
志
の
修
訂
が
官
の
強
い
規
制
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
と
看
做

す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
地
方
志
の
修
訂
に
当
た
っ
て
上
級
地
方
官
と
下
級
地
方
官
と
の
間
で
行
文
が
や
り
と
り
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、

一
般
的
な
行
政
上
の
事
項
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
そ
れ
と
変
わ
り
な
く
、
地
方
志
の
修
訂
が
と
く
に
重
要
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
方
志
の
巻
頭
に
置
か
れ
る
行
文
は
、
そ
れ
が
、
上
級
地
方
官
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
、
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志
書
の
修
訂
の
正
統
性
を
表
現
す
る
虚
飾
と
し
て
あ
る
場
合
を
除
け
ば
、
む
し
ろ
上
級
地
方
官
の
意
向
が
必
ず
し
も
末
端
の
州
縣
に
は
浸

透
せ
ず
、
地
方
志
の
修
訂
事
業
を
画
一
的
に
行
う
こ
と
に
無
理
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
地
方
志
の
稿
本
が
完
成
し
て
後
、
刊
刻
に
移
る
前
に
學
政
使
の
査
核
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
鑒
定
制
度
も
、
実
質
的

に
は
規
制
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
學
政
使
に
よ
る
校
閲
の
範
囲
に
は
限
界
が
あ
り
、
志
書
の
記
載
内
容
の
当
否
に
ま
で
立

ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
乾
隆
年
間
の
禁
書
や
文
字
の
獄
な
ど
の
国
家
の
政
策
的
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
介
入
を
除
け
ば
、

当
該
地
域
内
の
知
識
人
階
層
内
部
に
存
在
す
る
軋
轢
や
対
立
が
、
地
方
志
の
内
容
に
反
映
す
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
要
因
で
あ
っ
た
。

註

(

１)

王
衛
平

｢

我
国
古
代
官
修
志
書
制
度
的
形
成
與
発
展｣

(『

貴
州
文
史
叢
刊』

一
九
八
八
年
一
期)

。
王
暁
岩

『

方
志
演
変
概
論』

遼
沈
書
社
、
一
九
九
二

年
、
第
七
章
、
第
三
節
。

(

２)

筆
者
は
前
稿

｢

地
方
志
の
修
刊
と
損
輸｣
(『

文
学
部
論
叢』

七
八
号
、二
〇
〇
三
年)

で
地
方
志
修
刊
の
た
め
の
資
金
の
調
達
問
題
か
ら
、
清
代
中
期
以

降
、
地
方
官
の
関
与
は
後
退
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

(

３)

至
正

『

金
陵
新
志』

(

元
・
至
正
四

(

一
三
四
四)

年
修)

修
志
文
移
。
萬
暦

『

南
昌
府
志』

(

明
・
萬�
一
六

(

一
五
八
八)

年
刻)

文
移
。
萬
暦

『

湯

溪
縣
志』

(

萬
暦
三
二

(

一
六
〇
四)

年
刻)

文
移
。
崇
禎

『

嘉
興
縣
志』

(

崇
禎
一
〇

(

一
六
三
七)

年
刻)

修
志
申
文
。

(

４)

王
暁
岩

『

方
志
演
変
概
論』

第
七
章
、
第
三
節
、
で
は
、
こ
れ
を
①
逐
級
行
文
、
②
頒
発
志
例
、
③
申
詳
呈
報
、
④
厳
格
審
査
、
⑤
定
期
修
志
の
五
項

を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。

(

５)

倉
修
良
が
中
国
科
学
院
北
京
天
文
台
主
編

『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
に
収
載
さ
れ
て
い
る
清
代
各
朝
の
省
市
別
の
地
方
志
の

数
を
整
理
し
た
表
で
見
れ
ば
、
順
治
年
間
に
刊
刻
さ
れ
た
地
方
志
の
総
数
二
〇
四
の
う
ち
、
河
南
省
は
六
〇
と
群
を
抜
い
て
多
い

(

倉
修
良

『

方
志
学
通
論』

斉
魯
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
附
表
二)

。

(

６)

倉
修
良

『

方
志
学
通
論』

斉
魯
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
六
八
〜
九
頁
参
照
。

(

７)

た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
大
袈
裟
な
文
章
の
割
に
具
体
的
な
内
容
に
乏
し
く
、
こ
の
時
期
の
地
方
志
編
纂
者
の
識
見
の
無
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

(

８)

順
治

『

汝
陽
縣
志』

(

順
治
一
七

(

一
六
六
〇)

年
刊
本)

巻
首
、
院
檄
。
管
見
の
限
り
、
該
檄
は
順
治
一
五
〜
一
八
年
に
刊
刻
さ
れ
た
大
半
の
縣
志
に

収
載
さ
れ
る
。
巻
首
の
修
志
姓
氏
に

｢

總
裁｣

と
し
て
賈
漢
復
の
名
を
掲
げ
る
こ
と
と
共
に
定
式
化
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

(

９)

順
治

『

河
南
通
志』

巻
首
、
進
呈
通
志
疏
。
前
出
の

『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

に
収
載
さ
れ
て
い
る
府
・
州
・
縣
志
の
数
で
見
れ
ば
、
順
治
一
五
年
か

ら
一
七
年
の
間
に
四
六
種
が
刊
刻
さ
れ
て
い
る
。
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(�)
乾
隆

『

唐
縣
志』

(

乾
隆
五
二

(

一
七
八
二)

年
刊
本)

巻
首
、
舊
序
、
曲
耀
辰

｢

増
補
唐
志
跋｣

。

(�)
前
出

『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

で
の
収
載
数
で
見
れ
ば
、
康
煕
二
九
年
か
ら
三
六
年
に
至
る
八
年
間
に
刊
刻
さ
れ
た
府
・
州
・
縣
志
は
五
八
種
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
で
は
、
布
政
使
趙
城
の
檄
が
下
さ
れ
た
乾
隆
九

(

一
七
四
四)

年
か
ら
数
年
の
間
を
除
き
、
清
末
ま
で
河
南
省
に
お
け
る
地
方
志
の
刊
刻
は
低
調

で
あ
っ
た
。

(�)
康
熙

『

汝
陽
縣
志』

(

康
煕
二
九

(

一
六
九
〇)

年
刊
本)

巻
首
、
院
檄
。

(�)
東
洋
文
庫
藏
本
の

乾
隆

『

商
水
縣
志』

、
乾
隆

『

長
葛
縣
續
志』

、
乾
隆

『

臨
潁
縣
續
志』

な
ど
に
は
、
光
緒
年
間
に
作
ら
れ
た

｢

憲
綱
冊｣

と
い
う
名

称
の
冊
子
が
附
さ
れ
て
い
る
。
記
載
事
項
に
差
は
あ
る
が
、
乾
隆

『

臨
潁
縣
續
志』

の
も
の
は
光
緒
二
一

(

一
八
九
五)

年
に
作
ら
れ
、
官
員
名
だ
け
で
な

く
、
戸
口
、
田
土
な
ど
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
四
川
省
順
慶
府
属
の
光
緒

『

蓬
州
志』

(

光
緒
二
三

(

一
八
九
七)

年
刊
本)

藝
文
篇
第

十
五
、
に
は
乾
隆
四
五

(

一
七
八
〇)

年
に
作
ら
れ
た

｢

呈
造
誌
書
清
冊｣

が
載
っ
て
お
り
、
道
光

『

蓬
州
志』

(

道
光
一
〇

(

一
八
三
〇)

年
刊
本)

が

作
ら
れ
る
以
前
に
志
書
の
代
わ
り
に
上
呈
さ
れ
た
と
の
説
明
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(�)
乾
隆

『

宜
陽
縣
志』

(
乾
隆
一
二

(

一
七
四
七)

年
刊
本)

巻
首
、
檄
文
。

(�)
康
煕

『�
縣
志』

(

康
煕
三
三

(
一
六
九
四)

年
刊
乾
隆
七

(

一
七
四
二)

年
補
續
志
刊
本)

巻
首
、
撫
文
。

(�)
康
煕

『

鎭
平
縣
志』

(

康
煕
三
四

(
一
六
九
五)

年
刊
本)

巻
首
、
院
牌
・
府
牌
。

(�)
康
煕

『�
縣
志』

巻
首
、
撫
文
。

(�)
康
煕

『

河
陰
縣
志』

(

康
煕
三
〇

(

一
六
九
一
年
刊
本)

。
中
国
科
学
院
図
書
館
整
理

『

續
修
四
庫
全
書
總
目
提
要

(

稿
本)』

齊
魯
書
社
、
一
九
九
六
年
、

第
八
冊
、
七
五
七
頁
に
載
る
該
志
の
解
題
も

｢
其
書
之
簡
漏
脱
落
、
較
范
志
殊
未
少
勝｣

と
評
さ
れ
る
と
お
り
、
該
志
の
杜
撰
さ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
范

志
は
閻
興
邦
に
よ
っ
て

｢

荒
悖
失
倫｣

と
評
さ
れ
た
、
順
治
年
間
に
知
縣
范
爲
憲
が
修
訂
し
た
、『

河
陰
縣
志』

で
あ
る
が
、
伝
本
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

(�)
康
煕

『

濟
寧
州
志』

(

康
煕
一
二

(

一
六
七
三)
年
刊
本)

巻
首
、
修
誌
奉
行
文
移
。
地
方
官
僚
機
構
内
で
経
過
す
る
官
員
の
数
が
増
せ
ば
提
出
す
べ
き

稿
本
の
部
数
も
増
す
こ
と
に
な
り
、
直
隷
省
廣
平
府
属
の
威
縣
の
例
で
は
、
直
隷
巡
撫
か
ら
大
名
道
に
下
さ
れ
た
票
で

｢

三
部｣

で
あ
っ
た
も
の
が
、
大
名

道
か
ら
廣
平
府
に
通
達
し
た
移
會
で
は

｢

六
部｣

、
廣
平
府
が
威
縣
に
下
し
た
牌
で
は

｢

八
部｣

と
増
え
て
い
る

(

康
煕

『

威
縣
志』

(

康
煕
一
二

(

一
六
七

三)

年
刊
本)

巻
首
、
遵
諭)

。

(�)
『

欽
定
學
政
全
書』

(

乾
隆
三
九

(

一
七
七
四)

年
版)

巻
四
、
頒
發
書
籍
、
一
四
裏
〜
一
五
裏
。

(�)
潘
杓
燦

『

未
信
編』

(

康
熙
二
三

(

一
六
八
四)

年
刊
本)

巻
五
、
幾
務
上
、
筮
仕
、
覧
志
記
。

(�)

乾
隆

『

博
野
縣
志』

(

乾
隆
三
一

(

一
七
六
六)

年
刊
本)

巻
首
、
批
詳
。

(�)

乾
隆

『

柏
郷
縣
志』

(

乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
刊
本)

順
天
學
政
徳
保
序
。

乾
隆

『

衡
水
縣
志』

(

乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
刊
本)

順
天
學
政
徳
保
序
。

(�)

乾
隆

『

望
江
縣
志』

(

乾
隆
三
三

(

一
七
六
八)

年
刊
本)

全
魁
序
。

(�)

乾
隆

『

池
州
府
志』

(

乾
隆
四
三

(

一
七
七
八)

年
刊
本)

池
州
府
知
府
張
士
範
序
、
安
徽
學
政
劉
權
之
序
。
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(�)
光
緒

『

潼
川
府
志』

(

光
緒
二
三

(

一
八
九
七)

年
刊
本)

巻
首
、
呉
樹�｢

新
修
潼
川
府
志
序｣

(�)
光
緒

『

鶴
慶
州
志』

(

光
緒
二
〇

(

一
八
九
四)

年
刊
本)

凡
例
附
、
姚
稷
臣
學
使
論
邑
志
體
例
書
、
識
語
。

(�)
同
前
。

(�)
乾
隆

『

平
定
州
志』

(

乾
隆
五
五

(

一
七
九
〇)

年
刊
本)

戴
衢
亨
序
。

(�)
乾
隆

『

常
昭
合
志』

(

乾
隆
六
〇

(

一
七
九
五)

年
修
光
緒
二
四

(

一
八
九
八)

年
活
字
重
印
本)

巻
十
二
、
舊
序
、
附
、
言
如
泗

｢

常
昭
合
志
行
世
八

年
後
紀
述
始
末｣

。
な
お
、
こ
の
史
料
は
文
中
に
出
て
く
る
語
句
の
説
明
に
よ
り
趣
旨
が
分
か
り
に
く
く
な
る
た
め
、
訓
読
で
な
く
訳
文
を
載
せ
た
。

(�)
乾
隆

『
壽
州
志』

(

乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
刊
本)

席
陛
序
。

(�)
乾
隆

『

鳳
翔
縣
志』

(

乾
隆
三
二

(

一
七
六
七)

年
刊
本)

羅
鰲
叙
。

(�)
江
蘇
省
松
江
府
属
の
乾
隆

『

婁
縣
志』

(

乾
隆
五
三

(

一
七
八
八)

年
刊
本)

は
封
面
に

｢

大
制
憲
・
大
中
丞
・
大
文
宗｣

の
鑒
定
を
掲
げ
、
江
蘇
巡
撫

閔
鶚
元
と
並
べ
て
、
江
蘇
學
政
謝�
と
沈
初
の
序
を
載
せ
て
い
る
。
江
西
省
廣
信
府
属
の
乾
隆

『

玉
山
縣
志』

(

乾
隆
四
九

(

一
七
八
四)

年
刊
本)

で
は
、

巻
首
の
官
階
姓
氏
に

｢

總
裁｣

と
し
て
兩
江
總
督
薩
載
・
江
西
巡
撫�
碩
の
名
を
載
せ
る
が
江
西
學
政
の
名
は
無
い
。
前
年
に
刊
刻
さ
れ
た
乾
隆

『

廣
信
府

志』

で
は
學
政
胡
高
望
の
名
も
載
せ
て
い
る
か
ら
、
學
政
使
の
鑒
定
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

(�)
乾
隆

『

應
州
續
志』

(

乾
隆
三
四

(
一
七
六
九)

年
刊
本)

巻
九
、
藝
文
志
、
呉
炳

｢

覆
蘇
大
中
丞
通
飭
校
輯
誌
書
禀｣

。

(�)
嘉
慶

『

同
安
縣
志』

(

光
緒
一
一

(
一
八
八
五)

年
重
刻
本)

巴
哈
布
序
。

(�)
北
平
故
宮
博
物
院
文
献
館
編

『

清
代
文
字
獄�』
一
九
三
一
〜
三
五
年
刊

(

上
海
書
店
、
一
九
八
六
年
影
印)

。

(�)
乾
隆

『

金
谿
縣
志』

楊
文�
序
。

(�)
康
熙

『

金
谿
縣
志』

(

王
有
年
纂
修
、
内
閣
文
庫
蔵
本)

巻
一
、
凡
例
。

(�)
乾
隆

『

泰
和
縣
志』

(

乾
隆
一
八

(

一
七
五
三)
年
刊
本)

沈
作
朋
序
。『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

に
よ
れ
ば
、
楊
國�
修
、
郭
經
等
纂
の
乾
隆

『

西
昌

志』
(

乾
隆
一
五

(

一
七
五
〇)

年
刊
本)

は
上
海
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(�)
同
前
、
乾
隆

『

泰
和
縣
志』

冉
棠
序
。

(�)
同
前
、
乾
隆

『

泰
和
縣
志』

巻
首
、
泰
和
縣
志
重
修
例
義
十
條
。

(�)
拙
稿

｢

嚴
辰
と

『

光
緒
桐
郷
縣
志』｣

(『

熊
本
大
学
文
学
部
論
叢』
六
五
号
、
一
九
九
九
年)

三
八
頁
。

(�)
①
公�
各
大
憲

(

第
一
工
呈)

お
よ
び
江
寧
布
政
使
賀
長
齡

(

道
光
七
年
任)

批

②
簽
呈
舛
謬
、
公�
各
大
憲

(

第
二
公
呈)

お
よ
び
江
蘇
學
政
使
朱
方
増

(
道
光
七
年
差)

批
、
江
蘇
學
政
使
申
啓
賢

(

八
年
差)

批
、
泰
州
學
正
夏
文

�(

八
年
任)

牒
、
泰
州
知
州
李
宗
頴

(

八
年
任)

諭

③
泰
州
知
州
李
宗
頴
批

④
公
呈
梁
訓
導
冊
籍
お
よ
び
江
寧
布
政
使
賀
長
齡
批

⑤
公
呈
曹
監
生
回
籍
お
よ
び
泰
州
知
州
李
宗
頴
批
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⑥
聲
明
自
扣
公
禀
儒
学
牒
詳

⑦
勒
成
新
志
刊
謬
、
公
稟
學
憲
お
よ
び
江
蘇
學
政
使
廖
鴻�(
道
光
一
二
年
差)

批
、
揚
州
府
知
府
豫
益

(

一
三
年
任)

扎

道
光

『

泰
州
志』

の
刊
本
は
東
洋
文
庫
・
国
会
図
書
館
・
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
な
ど
に
伝
わ
る
ほ
か
、『

中
国
方
志
叢
書』

(

台
湾
・
成
文
出
版
社
、

一
九
六
七
年
〜)

、『

中
国
地
方
志
集
成』

(

上
海
図
書
公
司
・
巴
蜀
書
社
・
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
〜)

に
影
印
収
録
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
東

洋
文
庫
と
国
会
図
書
館
の
蔵
本
に
は

『

泰
州
新
志
刊
謬』

を
附
載
し
、『

中
国
方
志
叢
書』

と

『

中
国
地
方
志
集
成』

に
も
、
そ
れ
が

『

泰
州
志』

に
附
載

さ
れ
て
い
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、『

刊
謬』

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
各
版
本
の
間
に
は
内
容
の
異
同
が
あ
り
、
上
記
①
〜
⑦
の
う
ち
、『

中
国
方

志
叢
書』
版
に
は
④
⑤
を
欠
き
、
東
洋
文
庫
等
の
蔵
本
に
は
④
〜
⑦
を
欠
い
て
い
る
。

(�)
同
前
、
①
第
一
公
呈
。

(�)
同
前
、
②
第
二
公
呈
に
対
す
る
朱
批
お
よ
び
申
批
。

(�)
夏�『
退
庵
筆
記』

(『
海
陵
叢
刻』

本
、『

近
代
中
国
史
料
叢
刊

九
六
五
輯』

所
収)

泰
州
志
。

(�)
同
治

『

續
纂
揚
州
府
志』

(
同
治
一
三

(

一
八
七
四)

年
刊
本)

巻
九
、
人
物
、
四
裏
〜
五
表
。
同
書
、
四
三
表
。

(�)
東
京
大
学
付
属
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
本
の
封
面
に
は
、｢

道
光
泰
州
志
三
十
六
巻

〈
前
・
現
〉
署
泰
州
知
州
〈
胡
維
藩
・
朱
枚
〉
補
刊｣

と
刻
ま
れ
、

裏
に

｢

光
緒
戊
申
陽
月
彫
竣｣

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

(�)
民
國

『�
陵
縣
續
修�
州
志』

(
民
國
一
七

(

一
九
二
八)

年
鉛
印
本)

巻
首
、
凡
例
。
同
治

『

重
修�
州
志』

(

同
治
九

(

一
八
七
〇)

年
刊
本)

に
つ

い
て
、『

續
修
四
庫
全
書
総
目
提
要』

は

｢
列
目
頗
得
綱
領
、
叙
述
亦
簡
潔
可
喜
。
不
以
才
氣
自
矜
、
不
渉
迂
怪
之
談
、
應
有
盡
有
、
洽
如
題
分
。
以
其
時

考
之
、
固
邑
志
中
之
上
乘｣

と
そ
の
内
容
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

(�)
乾
隆

『�
州
府
志』

(

乾
隆
四
一

(

一
七
七
六)
年
刻
、
嘉
慶
一
一

(

一
八
〇
六)

年
補
刻
本)

特
通
阿

｢

補
刻�
州
府
志
序｣

。

小林幸夫 134




